
１. は じ め に

政治行政関係あるいは政官関係は, 民主主義体制の諸国において, 広く

関心がもたれ, 多くの議論, 研究がなされてきている｡ その背景は, 民主

主義では, 人民 (国民) あるいはその代表者が統治するのであるが, それ

について, 知識と能力に基づいた合理性のある統治のために官僚制を用い

ているものの, 目指している統治の実現に困難が見られ, 多様な問題現象

を生じさせてきたからといえる｡

政治行政関係 (さしあたり, 政官関係と区別せず, 政治行政関係と総称

しておきたい) への関心には, ３つのものを区別することができる｡ すな

わち, 政治行政関係の実際, 規範, 制度である｡

第１の政治行政関係の実際への関心は, とくに19世紀後半以降の民主

制の発展の中で, 政党政治家と行政官僚制が統治過程の主要な２つの主体

として登場し, 確立していったことを背景としている｡ そして, 統治の担

い手として正当性をもつ政治家と並んで, あるいはそれを上回りかねない

主体として官僚の影響力が見られるようになったことが, 強い関心が向け

られる基盤となった｡

マックス＝ウエーバーによる古典的な指摘
(１)
をはじめとして, 政党政治家
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と官僚制の登場は各国で認識され, とくに政府の職能範囲が広がり, その

内容が専門化, 複雑化するに伴い, 官僚制の実質的な影響の大きさが広く

意識されるようになった｡

アバーバック ( Joel D. Aberbach) たちの Bureaucrats and Politicians in

Western Democracies (1981) はそのような中で, 欧米各国の官僚と政治家

への広範囲の体系的な面接調査によって, 両者及び両者の関係を研究した

ものである｡ 同書では, 同書に先立ち, 両者の影響力関係に関心をもつ研

究が続出していることも指摘されている
(２)
｡

日本では, 戦後改革を経た後も官僚制が影響力を保持したことを批判的

に指摘した�清明論文と, 面接調査によるデータを基にそれに反論し, 政

党優位を指摘した村松岐夫の著書をはじめ, その後, 政官関係をめぐる研

究が積み重ねられた
(３)
｡

第２の規範への関心は, アメリカにおける特異な政治行政関係の歴史的

展開の中で, 19世紀末から20世紀の前半にかけて, 政治行政分断論が提

起された｡ スポイルズ＝システムの下における行政の党派化, 非能率化に

対する改革運動の中で, ｢政治｣ と ｢行政｣ は異なる機能であり, 両者は

区別でき, 政治は行政に介入すべきでないとの規範が主張されたのである
(４)
｡

その後, 政治行政分断論は批判され, 政治行政融合論に取って代わられ

たとされているが, 政治家と行政官は異なる人たちであり, 両者の機能の

区別について, 規範的な関心はもち続けられている｡ ｢政治の行政化｣,

｢行政の政治化
(５)
｣, ｢官僚制の政治化｣, ｢政治の官僚制化｣ という用語が各

国で用いられているとの指摘
(６)
は, それを示しているといえよう｡

そして, 西尾勝は政治行政分断論の意義を再評価するとともに, 政治と

行政の関係について, 統制, 分離, 協働の３つの規範で複合的に規律され

る関係ととらえることを主張している
(７)
｡

第３の制度への関心は, 政治行政関係について, 両者の関係の規範に基
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づきつつ, 両者の関係の実際を批判的にとらえ, 制度の創設とか改革によっ

て, 両者の関係などを望ましいものへと進展させていこうとする関心であ

る｡

イギリスにおいて資格任用制の公務員制度を提起したノースコート＝ト

レベリアン報告 (1853年) 及びそれを受けた公務員制度改革, アメリカ

におけるペンドルトン法 (1883年) による公務員制度改革などは歴史的

な顕著な例であろう｡ 近年の日本における行政批判, 官僚批判を背景とし

た, 政府委員制度の廃止などの国会改革, 内閣人事局の設置による幹部人

事の一元管理などは最近の日本における例といえるだろう｡

以上のように, 政治行政関係には, その実際, 規範, 制度の各面にわた

り, 関心が向けられてきた｡ そして, すでにふれたノースコート＝トレベ

リアン報告からもわかるように, 政治行政関係は, 民主制への展開にあわ

せて関心の対象となり, その後, 今日まで, 長くテーマとなってきている｡

その間には, 各国で政治体制の変化とか, 政府活動の変化など, 政治状況

の大きな変遷も見られる｡ それに応じて, 政治行政関係も各国で多様な展

開が見られたと言ってよい｡

このような歴史的変遷, 各国における多様性, そして, その実際・規範・

制度にわたる関心から, 政治行政関係の的確な理解が困難になってきてい

るように思われる｡ 政治行政関係が時期により, 国により, 多様で複雑な

現象となっているため, それらを整理し, 全体的な理解から各局面, 各国

の理解を図ることが難しくなってきているのである｡ しかし, 政治行政関

係は, 代表制民主主義の下で, 官僚制を用いた統治を行う場合には必ず生

じる関係であり, そこには共通した性格とか課題があるように思われる｡

そこで, 本稿では, 政治行政関係の多様で複雑な事象及びそれをめぐる

テーマを整理し, その理解を深めることを試みたい｡ 具体的には, 政治行

政関係について, それを５つの構成要因からなると把握し, それらについ
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て, 制度, 動態, 規範の面から, その特徴的な諸点とこれらの相互の関係

にアプローチしていくことにしたい｡ これを進めるについて, イギリス,

アメリカ, フランス, ドイツの４カ国と日本における政治行政関係の理解

を基にして, 政治行政関係に関する一般的な枠組みを追求することにした

い
(８)
｡ イギリス, アメリカ, フランス, ドイツの４カ国は, このテーマに関

して, 欧米において特徴的な展開を見せるとともに, 各国での関心も集め,

また, 日本でも研究, 紹介がなされてきた諸国だからである｡

政治行政関係の理解には, まず, それを枠づける制度に着目するところ

から始めるのがよいと考えられるので, 次節では, ５つの構成要因につい

て, 制度的な面から見ることにしたい｡ そして, 次いで, 制度的枠組みの

下で, 実際の政治行政関係がどのような動態を示すかを見て, その動態が

規範への関心を喚起し, さらに制度の創設, 改正あるいはその検討に進む

との把握を示したい｡ これらによって, 各国における政治行政関係の歴史

的な展開と現状の分析の深化に資することを図りたいのである｡

さて, ここまで, 政治行政関係と政官関係を区別せずに論述してきたが,

本稿では, 今後も, 煩雑さを避けるために ｢政治行政関係｣ の用語を主に

使っていくことにしたい｡ そこで, 政官関係との異同について述べておき

たい｡

｢政治｣ と ｢行政｣ はいずれも定義について議論のある概念であり, ま

た, ｢政治｣ と ｢行政｣ を対比する用語法においても, 両者及び両者の関

係について的確な定義をすることは難しい
(９)
｡ しかし, ｢政治｣ と ｢行政｣

を対比的に用いる用語法は, 代表制民主主義による ｢政治家｣ の登場と,

｢政治家｣ と (政府における) 政治家以外の諸主体 (とくに幹部の行政官

僚) との関係に大きな関心が向けられたところを主要な基盤としていると

考えられる｡ そして, とくに注目されるこの ｢政治家｣ と ｢行政官僚｣ と

の関係について, 近年, 政治家と官僚とか, ｢政官関係｣ と呼ぶことが多
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くなっている｡

｢政官関係｣ の呼称が用いられることについては, 統治機構の原理とし

て広く受け入れられた三権分立における一権が日本ではとくに ｢行政｣ と

名づけられているが, その頂点 (内閣) が政治家から構成されていること

が関わっていると考えられる｡ つまり, 政治行政関係という用語法を用い

ると, 国会が ｢政治｣ で内閣は ｢政治｣ でない (｢行政｣ である) と考え

るか, 国会は視野の外に置いて, 行政府の中の ｢政治家｣ と ｢行政官僚｣

の関係と考えるかといった, 誤解あるいは意味の不分明が起こるからであ

る｡ そこで, 政治行政関係として諸外国も含めて広く関心がもたれている

｢政治家｣ と ｢行政官僚｣ の関係について, とくに ｢政官関係｣ と呼ぶよ

うになったと思われるのである｡

本稿の中心的な問題関心は, ｢政治家｣ と幹部の ｢行政官僚｣ の関係,

つまり, 政官関係にある｡ というのは, 代表制民主主義によって統治の正

当性を得ている ｢政治家｣ と同等あるいはそれに優越する影響力をもち,

統治に関わる権限を行使していると考えられたりするのは, 幹部の ｢行政

官僚｣ だからである｡ しかし, 本稿は, それにとどまらず, 政府の行政組

織が行っている広範囲の政策実施などの活動を, ｢政治家｣ と対比させて

考察したい｡ それは, 代表制民主主義のもとで, 知識と能力に基づいた合

理性のある統治は, 官僚制による広範な政策実施などの活動によって求め

られているのであり, 選挙で選出された ｢政治家｣ と対比する対象として

は, これらの諸活動を広くとらえるべきと考えるからである｡ これを表現

するには ｢政治行政関係｣ が適切と考え, 本稿の表題については ｢政治行

政関係 (政官関係)｣ としたのである｡

従って, 次節以降, ｢政治行政関係｣ という用語を用いるが, ｢政官関係｣

を中心的な関心としつつも, 政治家と官僚制全体の間の関係を対象として

いる｡ つまり, ｢行政｣ については, 政治家を除いた上で, 官僚制の活動
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を広くとらえることにしている｡ そして, 第３節の最後において, 幹部の

｢行政官僚｣ 以外の ｢行政｣ との関係 (政官関係を除いた ｢政治行政関係｣)

について, 区別しておくべき点を述べたい｡

なお, 軍の官僚制についても, 代表制民主主義における政治家と官僚制

の関係として把握することができ, 本稿の枠組みを基本的に適用できると

考えられる｡ しかし, 軍事的実力をもっていること, 階統制の規律がより

強く求められ, それがより備わっていることなどから, 他の官僚制とは別

の検討が必要と考えられ, 本稿では対象とはしていない｡

２. 政治行政関係の５つの構成要因と制度

政治行政関係は政治家と官僚制の関係であり, 政治家の登場と, 官僚制

の存在が, 少なくとも, さしあたり前提となる｡ そこで, 政治行政関係を

つくり出す制度として, (１) 政治家の選出, (２) 官僚制の編成, の諸制

度をあげなければならない｡

代表制民主主義において, 選出された政治家が統治の正当性をもってお

り, 官僚制との関係は, 委任の関係であり, 政治家は官僚制に任務を委任

し, それに関して統制を行う｡ 政治行政関係の３番目の構成要因は, (３)

委任と統制, である｡

政治行政関係は, 基本的に以上の３つの構成要因からなると把握するこ

とができるが, 政治行政関係が関心をもたれてきたのは, 次の３つのよう

な問題事象が生じたり, 生じる可能性があるからである｡

①選挙で選出される政治家が利益誘導を行うことから, 行政が党派的な

偏向をもつ｡

②選挙による政権交代などにより, 行政の継続性が損なわれ, 行政を担

う官僚制の継続性の欠如により, その専門性, 熟達性が損なわれる｡

③官僚制が政策の作成, 実施において影響力を増し, さらには政治的勢
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力となる｡

これらの事象が生じたり, 生じる可能性から, (�) 政治家による官僚

制の統制, (�) 政治家の行政への不介入, (�) 行政の中立性, などの規

範が喚起され, さきの３つの構成要因に関わる制度の改正などが提起され

たり, 実際に改正がなされたりする｡ しかし, それらにとどまらず, (４)

政治的任命職の設置, (５) 中立性と忠誠, に関する制度がおかれる｡ こ

の２つは, さきの３つの構成要因と重なるところもあり, それらに含める

こともできるかもしれない｡ しかし, これらは政治行政関係の問題事象へ

の対処という, さきの３つとは独立した性格をもっており, 政治行政関係

をつくり出す異なる構成要因と考える｡

５つの構成要因に関わる諸制度は広範にわたる｡ それらによって, 政治

行政関係はつくり出されるが, 歴史的に国別に多様な政治行政関係の諸特

徴にとくに関わると考えられる制度を中心に, 各構成要因に関する制度に

ついて検討していきたい｡

(１) 政治家の選出

政治家は選挙によって選出される｡ 選挙に関する制度は, 小選挙区制か

比例代表制かといった選出方法にかかわる制度のほか, 選挙運動, 選挙費

用に関連する制度などからなる｡ これらの選挙制度は, 選出される政治家

の背景, 意識などの傾向とか, 政党など政治集団の形成など, 政治過程の

展開に影響を与えるところがあり, 政治行政関係にも多様な影響が考えら

れる｡ それらの中で, とくに, 政治行政関係に特徴的に影響を与える可能

性のある面について, ３点を見ておきたい｡

①選挙制度と利益誘導

選挙が利益誘導をもたらすことは広く観察され, 指摘されてきている｡

政治家あるいは政党が, 公務員の人事あるいは公務員の職務の遂行に関し
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て, 利益誘導に基づいた関与を行う現象は, 政治行政関係について批判的

に注目されてきたことである｡

選挙による利益誘導の程度とか様態は, 腐敗に関する意識とか, 腐敗を

防止する制度などによって異なってくると考えられるが, 選挙制度の影響

も指摘されてきている｡ 日本の衆議院選挙で用いられていた中選挙区制は,

同じ政党から複数の候補が立候補することがあるため, 政策ではなく, 選

挙区への利益誘導での競争を導くとされたのはその例である｡ 選挙運動に

関する規制制度とか慣行も, 利益誘導の現象に影響を与えるだろう｡

選挙制度は利益誘導を導くことを通じて, 政治行政関係に影響を与える

可能性があるのである｡

②行政府の頂点の選出方法 (議院内閣制と大統領制)

代表制民主主義の制度は, イギリスを母国とする議院内閣制と, アメリ

カを母国とする大統領制を２つの原型として, 今日ではかなり多様な形態

が見られるようになっている｡

政治行政関係の視点から見ると, 議院内閣制は議会の議員を選挙で選出

し, それを基に行政府の頂点である内閣を選出する｡ 行政府の官僚制から

すると, 議会の多数派が内閣を構成するのが通例であるので, 選出勢力は

基本的に一元化されている｡ それに対して, 大統領制では, 行政府の長で

ある大統領が, 議会とは別に国民から直接選挙される (アメリカの場合,

厳密には間接選挙であるが, 議会による選挙ではない)｡ 行政府の官僚制

からすると, 選出勢力は二元化されている｡ 実際, アメリカの政治過程で

は, 大統領と議会が, 各省の行政のコントロールをめぐって競合し, 争う

ことが見られてきた｡

日本は議院内閣制であるが, 自民党の長期政権下でのいわゆる与党審査

などを通じて, 内閣と, 政権党の国会側の組織 (与党) との二元化が見ら

れることが指摘されてきた｡ これから示唆されるように, 行政府の頂点の
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選出方法以外の要素も, 行政官僚制への影響経路のあり方に影響を与える

と考えられる｡

しかし, 議院内閣制か大統領制かに典型的に示される, 行政府の頂点の

選出方法のあり方が, 政治行政関係に影響を与えるところがあるのは, 制

度的な影響として留意しておく必要がある｡

③政治家と生涯職公務員の兼任

今日, 政治家と生涯職公務員の兼任はほぼ認められていない (ただし,

ドイツとフランスでは, 公務員は議員と兼職はできないが, ドイツでは議

員の職務が終了した後, 公務員に復帰可能であり, フランスでは, 公務員

の身分を保持したまま (派遣 [�������	�
�] の制度によって), 議員と

なることができる
(10)
)｡ 生涯職公務員は, 選挙に立候補したら退職 (あるい

は失職) するか, 少なくとも, 当選して政治家となったら退職 (あるいは

失職) する｡ 政治と行政あるいは政治家と行政官僚制が異なるものとして,

各国の社会で広く認識されているが, その大きな基盤はこの兼職禁止の制

度と考えられる｡

18世紀のイギリスにおいて, 議会が国王と争ってその影響力を増すた

めにとったことに, 政府の官職と議員職との兼職の禁止範囲を広げること

があった｡ 国王はその臣下を議会に送り込むことによって影響力を得よう

としてきていたのである｡ そこで, 議会は国王の影響力を削ぐために, 官

職と議員職の兼職を禁止し, その範囲を広げたが, それに対して, 国王は

議員を (議員を辞めて) 官職に就くよう誘うことによって議会に対抗しよ

うとしたのである (国王によるパトロネージ
(11)
)｡ イギリスでこのような経

緯をたどって, 政治と行政の分離が進められたことは, 政治家と生涯職公

務員の兼任禁止が, 政治行政関係の重要な要であることを思いおこさせる

ものであろう｡

これに関連して, フランスで公務員 (出身者) が政治家になり, 日本で
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も同様のことが見られることについて, 政治行政関係の視点からは, 政治

家と生涯職公務員の区別あるいは分離に影響を与える可能性について意識

しておく必要があると思われる｡ 政治家と行政官僚が異なるものであるこ

とを前提に両者の影響力関係を検討するような場合には, 官僚出身の政治

家は官僚ではなく, 政治家として扱うことになるだろう
(12)
｡ しかし, 政治行

政関係についてより一般的に検討する場合には, 両者の区別あるいは分離

が弱められている現象とみる必要があるだろう
(13)
｡

(２) 官僚制の編成

イギリスで, 議会が国王の支配力を制限し, 議会の力を伸ばしていって

いた18世紀において, 国王の下にその統治を担う官僚集団があった｡ そ

の後, ほかの諸国も含め, 民主化が進展する中で, プロシャ, フランス,

イギリスの諸国における官僚集団及びその組織活動の様態が, マックス＝

ウエーバーが理念型として示したような近代官僚制へと確立されていくの

である｡ そして, アメリカや日本は, ヨーロッパのこれらの諸国の制度を

学びつつ (アメリカは主にイギリスから, 日本は主にプロシャから), 官

僚制をつくり出していった｡

このような歴史的展開からは, 官僚制は, 民主制の発展に伴い, その制

度を整えていったが, 民主制と一体としていわば設計されたものではない

といえよう｡ 民主制の進展の中で, 政治家が選出されていったとき, そこ

に, 政治家が用いることができる制度として官僚制あるいはその前身が存

在したのである｡

そこで, 代表制民主主義が確立されていく中で, 政治家は官僚制を, 君

主制下のそれを引き継いだりしつつ, 編成していくことになったというこ

とができる｡ そのように編成された官僚制の制度について, とくに次の２

点を重要な特質として取り上げておきたい｡ ① ｢任用の基準と手続き｣ と
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② ｢罷免手続きと身分保障｣ であるが, 知識と能力に基づいた合理性のあ

る統治の必要性から官僚制を用いる上において, この２点がその形成の基

盤となる制度だからである｡ ①は官僚制の ｢専門性｣ が, ②は官僚制の

｢継続性 (永続性) [permanence]｣ が得られる基盤となる｡ なお, これら

と並んで, 官僚制の性格として ｢中立性｣ があげられることが多い
(14)
が,

｢中立性｣ については, 政治行政関係の別の構成要因として, のちに見る

ことにする｡

①任用の基準と手続き

公務員を, 採用あるいは昇進などによってその職位 (あるいは身分) に

つける基準と手続きである｡

知識と能力に基づく統治のためには, 統治あるいはその内容をなす政策

についての専門的な知識などを備えた人たちを職位につける必要がある｡

そこで, 就くべき職位とか時代時期によって内容は異なるが, 政策などに

関わる専門的な知識と能力が任用基準となる｡ 近代国家を形成する上で必

要な法律学, 経済・財政の運営に必要な経済・財政学, 工学など, 近代科

学・技術を活用した政策などに必要な自然諸科学などの知識, 能力が求め

られてきた｡

これらの知識, 能力を備えた優れた人材を着実に得るには, それを実現

する手続きが必要である｡ 広く人材を求める (同時に, 特定の階層などに

特権を認めない) ために公開の試験を行うとか, あるいは教育機関と関連

させて, 能力のあることを示す ｢資格｣ に基づくなどの方法がとられてき

た｡ そして, 政治的な影響を受けずに, 能力などの判定が的確に行われる

ように, 第三者的な機関による手続きがとられたりした｡ 各国において設

置されていた人事委員会制度などがそれである｡

②罷免手続きと身分保障

マックス＝ウエーバーによる近代官僚制の理念型には, 職務活動と私生
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活を区別し, 職務について, 兼業ではなく, 専業化する要素が示されてい

る｡ 専業化により, 能力をより発揮し, さらに熟達によって能力を発達さ

せることができるが, 他方, 他からの収入によることが難しくなり, 自律

的な職務の遂行のために, 地位の保全が求められる｡ ウエーバーの理念型

では, 地位の終身性とされているものである
(15)
｡

民主化が進展すると, 君主によってではなく, 政権交代による罷免が,

これに関して, 現実的な局面となる｡ そして, 政治家が, 行政官の地位の

終身性に, 引き継ぐべき要素があるとみるならば, 公務員に身分保障を与

え, 生涯職としての性格を与えていくことになる｡ 他方, 公務員の方から

は, 利害の視点から身分保障が求められ, また, 専門的で熟達した職務遂

行には安定した地位が必要との主張がなされる｡

身分保障を与える制度の中心は, 罷免手続きに関わるものである｡ 罷免

できる基準を示し, その基準への適合性について, 第三者的な機関による

手続きを加えるなど, 慎重な手続きを定めるのである｡ 罷免手続きが緩や

かであると, 政治家による関与が生じる可能性があるのである｡

(３) 委任と統制

(１) で選出された政治家は, 統治の諸活動を自らすべてを行うことは

できず, 何らかの委任が必要となる｡ そこで, すでに存在しあるいは前身

が存在していた官僚制を民主化の中で編成し, 用いていくことになったの

である｡ そこでの政治家と官僚制の関係は, 委任と統制ととらえることが

できる｡ 政治家と官僚の関係を本人―代理人の関係として分析することが

行われてきている
(16)
のは, このことを示しているといえよう｡ また, アメリ

カ行政学における政治行政分断論として理解されている, 政治が ｢決定

(decision)｣ し, 行政がそれを ｢執行 (excecution)｣ するという関係は,

委任と統制の関係を基礎に想定されていると見ることができる｡ 政治が民

政
治
行
政
関
係

(

政
官
関
係)

の
制
度
・
動
態
・
規
範

24(24) 法と政治 66巻 1号 (2015年 5月)



主的に ｢決定｣ した内容を経済的, 能率的に ｢執行｣ することが委任され

ていると考えるのである
(17)
｡

政治家の官僚制に対する委任と統制の制度は, 一般的には次のようなこ

とを基本としているといえよう｡ すなわち,

(�) 行政組織を編成する

(�) 各職位に職務を与える

(�) 各職位に公務員を任命する

(�) 職務内容を示し規制する, 法律, 諸規則を定める

(�) 職務の遂行に必要な資源 (予算等) を与える

(�) 職務の遂行の過程及び結果を監視し, 承認を与えたり, 是正を行

う｡

以上のような, 行政組織の制度, 法律などの法形式, あるいは政府にお

けるそのほかの諸制度に関して, 政治家による官僚制への委任の制度と見

たり, そのように意識されることはあまりないといえよう｡ ただ, 政治家

と官僚制の関係に焦点を当て, その間に委任と統制の関係があると考えて

整理をしていくならば, このような事柄についての様々な諸制度が, 委任

と統制に関わっていることが認められるのである｡

委任と統制に関わる制度は広範に広がっていると考えられるが, それら

を把握していくには, 政治家が委任し官僚制が担っているとみられる任務

について, 大きく３つの種類のものを区別するのがよいと思われる｡ すな

わち, 次の３つである｡

(�) 政策の助言, 政策の立案

(�) 利害を含めた諸価値の調整

(�) 政策の体系的な実施と組織の運営

政策の助言は, 幹部の行政官僚の活動として, かつてから行われ, 広く

知られているところである｡ また, 政策の体系的な実施と組織の運営は,
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治安, 公共事業, 税の徴収のような近代以前から見られる統治活動から知

られるように, 官僚制の任務として少なくとも量的に中心をなすものであ

る｡

それらに対して, 政策の立案 (たとえば法律案の作成) は政策の決定に

直接につながる活動であり, また, 政策をめぐる利害などの調整は, 社会

の政治的統合に関わる活動であり, いずれも, 選挙で選出される政治家の

担うべきものと見られてきた｡ しかし, 政策の立案は広く行政官僚によっ

て行われるようになってきた｡ たとえば, アメリカの行政学で, 1940年

ころから政治行政分断論が批判され, 政治行政融合論が主張されるように

なったことについては, 政治家と行政官がともに政策立案を含めた政策形

成活動を行っているとの認識があったのである
(18)
｡ 政策をめぐる利害などの

調整の活動は, 公務員が政策の立案とか政策の実施を行う中で携わってい

ることが広く観察されてきているが, アバーバックたちの研究は, 幹部の

行政官僚と政治家への面接調査から, 幹部官僚が, 政治家のように社会全

体の方向づけのような広い観点からのものでなく, 特定の政策分野に関わ

る範囲などから, 政策形成に関わっていることを明らかにしている
(19)
｡

このように, 今日の公務員の活動にはこれらの３種類のものが見られる

が, これらは相互に重なるところもあり, とくに, (�) の調整は, (�)

および (�) の任務に伴って行われているものである｡ しかし, このよう

な分類をすることにより, 政治家による官僚制に対する委任と統制がどの

ような制度によって, どのように行われているかをより明確にしていくこ

とができると思われる｡

すなわち, 委任と統制の制度が最も把握しやすいのは, (�) の, 政策

の体系的な実施と組織の運営に関する任務についてだろう｡ たとえば, 政

治家 (国会) が, 特定の政策に関する法律を制定し, (行政組織に関する

法律などに基づいて) 特定の組織単位あるいは職位にその内容を実施して
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いくことを委任していると考えることができるからである｡

これに比べて, (�) 政策の助言, 立案と, (�) 利害を含めた諸価値の

調整が, どのような制度によってどのように委任されているかを明確に知

ることはより難しい｡ たとえば, 現在の日本の場合に関して, 国家行政組

織法第18条第２項は ｢事務次官は, その省の長である大臣を助け, 省務

を整理し, 各部局及び機関の事務を監督する｡｣ とあり, ｢大臣を助け｣ は,

政策の助言, 立案及び政策をめぐる諸調整について ｢委任｣ している規定

とみることもできる｡ しかし, より具体的に, 何をどのように委任してい

るかは, この規定からは, 少なくとも明確でないのである｡

委任と統制の実際を観察し, 分析する場合には, 任務の種類によって,

委任の制度の明確性が異なることに留意するのが有益なことがあると思わ

れる｡

以上の３つを政治行政関係の基本的な構成要因と見ることができるが,

さらに次の２つの構成要因がある｡ これらの２つは, 政治行政関係に生じ

る (あるいは生じる可能性のある) 問題事象への対処の性格があり, その

制度化によって, 政治行政関係の構成要因となっているのである｡

(４) 政治的任命職の設置

18世紀から19世紀にかけて, イギリスで議会が国王に代わって統治す

る体制に移行する過程で, 議会が行ったことは, 国王の内閣の人事を議会

が統制し, 議員がその閣僚の職に就くことであった｡ そして, 選挙権の拡

大によって代表制民主主義の体制へと進展する中で, 議院内閣制と呼ばれ

る統治機構が形成されたのであった
(20)
｡

このような経緯を思いおこすならば, 政治家と官僚制の関係でいえば,

政治家 (議会) は, 首相をはじめとする閣僚を (国王ではなく, 選挙で選
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出された政治家がその裁量で任命する) ｢政治的任命職｣ とすることによ

り, 官僚制を統制することとしたということができる｡

今日, 大統領が選挙で選出されるアメリカとフランスでは, 閣僚は議員

と兼任できないし, 議院内閣制においても, 閣僚が議員でなかったり, 議

員でない閣僚が可能であったりする
(21)
｡ 行政組織の中心である各省の長 (大

臣, 長官) は ｢政治家｣ と見られることが一般であるが, 選挙で直接選出

されているのでないし, 選挙で選出された議員とは限らないのである｡ 官

僚制との関係で見れば, 選挙で選出された政治家は, ｢政治的任命職｣ を

設置して, 官僚制の統制を図っているのである｡

今日では, ｢政治的任命職｣ の用語が用いられるとき, 閣僚は含まず,

それ以外の, ｢政治的｣ に裁量的に任免される職を指している｡ そして,

それらの職が国によっては相当に多く, また, 近年に増加の傾向が見られ

るのである｡ 大臣 (長官) による統制では不十分との認識が基盤にあると

いえよう｡ そして, 政治行政関係からは, その関係をつくり出す１つの構

成要因として, ｢政治的任命職｣ を見る必要があるのである｡

今日の各国における閣僚以外の政治的任命職を見てみると, 各国で多様

である
(22)
｡ アメリカはスポイルズ＝システムの歴史などを背景に政治的任命

職の範囲・数が広く, イギリスでは, 近年, ｢特別顧問 (special adviser)｣

と呼ばれる政治的任命者が増えていることが注目されている｡ フランスで

は, 大統領府, 首相府, 各省の官房 (キャビネ) 及び各省の高級職 (局長

など) に, 官僚が政治的任命で就いていること, ドイツでは, 各省の幹部

に (政治的な) 一時退職制度があり, その対象の職位の官僚を ｢政治的官

吏｣ と呼んでいることなどが, 各国の特徴的なところとして指摘されてい

る
(23)
｡ 日本では1999年に各省に副大臣, 大臣政務官がおかれ (政務次官を

廃した), 2014年には, 大臣補佐官が設置された｡

各国で政治的任命職の多様な配置とか様相が見られるのであるが, 制度
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(慣行を含めて) 的な面から, 相違が見られる点として, 次のようなもの

がある｡

(�) 政治的任命職の範囲, 数

(�) 政治的任命職に任じられる人たちの背景

①議員, ②官僚, ③そのほかの外部者

(�) 政治的任命職の性格

①執行的権限などをもついわゆるライン職, ②情報収集, 分析,

助言などを任務とするスタッフ職

政治的任命職は, 任用についてとくに資格などを規定せず, 罷免に関し

ても制限的に働く手続きを規定せず, 一般的には, 政権と進退をともにす

るというのが典型的な制度と慣行である｡ しかし, ドイツの政治的官吏に

ついては能力, 実績に関して要件があり
(24)
, 任用に当たって, 能力などが慣

行的に要件となる場合もある
(25)
｡ ここからは, (２) の官僚制の編成で述べ

たところにより制度化された職と, 閣僚あるいは閣僚に近い性格をもった

政治的任命職との間に, 両者を両極として, いわばグレイゾーン的な職の

あることがうかがわれる｡ すなわち, 官僚制側で, 任用の基準と手続き,

罷免手続きと身分保障の一方あるいは両方が緩和される場合, 政治的任命

職に向けたグレイゾーンになる｡ 他方, 政治的任命職について, 任用, 罷

免の一方あるいは双方について基準とか手続きが設けられ制限的になる場

合, 官僚制に向けたグレイゾーンになる｡

政治行政関係からは, これらのグレイゾーンがどのような様相となって

いるか, 留意する必要があるだろう｡

(５) 中立性と忠誠

官僚制は中立性 (impartiality, neutrality) を特質とし, それが求められ

るとされる｡ しかし, 同時に, 代表制民主主義においては, 選挙で選出さ
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れた政治家が統治について正当性があり, 官僚制は政治家の権威 (より具

体的には, 議会の制定した法律及び行政府における上司) に忠誠でなけれ

ばならない｡ この両者の要請は矛盾がないと考えられているが, 緊張のあ

ることは知られているといえよう｡ 政権交代のあったとき, 新しい政権が

前政権下の官僚制に疑念をもつことは各国の歴史においてみられてきたと

ころである
(26)
｡

中立性についての制度は, それに由来する政治活動の制限に関するもの

は別として, 一般的に抽象的で規範的なものを中心としているといえよう｡

つまり, ｢すべて公務員は, 全体の奉仕者であって, 一部の奉仕者ではな

い｣ (日本国憲法第15条第２項) というような規定とか, ｢公務員規範｣

のような形式で定められているのである｡

官僚制の中立性については, その意味内容に関して, 重なり合いつつも

区別できる３つの観念があると考えられる｡ すなわち, 次の３つである｡

(�) 職務執行などにおいて, (中立的に) 公正, 平等な行動をとる｡

(�) 政権 (政党) の政治的主張に関わりなく, 政府に忠実に仕える｡

政権交代があっても, 自身の政治的信念がどのようなものであっ

ても, 政治的に中立に政府に仕える｡

(�) 特定の政治的主張によるのでなく, (それらから中立に) それら

を包摂するあるいは超える ｢公共性｣, ｢一般的利益｣ に従って行

動する｡

中立性をその特質とすることで歴史的によく知られているイギリスの公

務員制において, その ｢国家公務員規範 (The Civil Service code)｣ では

中核的価値として, 廉直性 (integrity), 誠実性 (honesty), 客観性 (ob-

jectivity), 中立性 (impartiality) の４つの価値を上げているが, それらを

より具体化した行動基準では, ｢中立性｣ のみ, さらに２つに分けている｡

｢中立性 (impartiality)｣ と ｢政治的中立性 (political impartiality)｣ である｡
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前者の ｢中立性｣ では公正, 平等な職務遂行を求める内容を示し, ｢政治

的中立性｣ では大臣の信頼を得て政府に仕えるとともに, 将来仕えるかも

しれない政府においても同様の関係が確かに確立できるように行動するこ

とを求める内容である
(27)
｡ 上に示した (�) と (�) の２つの観念が ｢中立

性｣ には認められることを示唆しているといえよう｡

代表制民主主義では政権交代が起こりうるのであり, 政権交代に関わり

なく, それぞれの政権から信頼を受けて任務を果たすには, 政治的に ｢中

立｣ でなければならないということから導かれるのが, (�) の観念であ

る｡ それに対して, ｢中立性｣ が, 行政は公正, 平等に行われなければな

らないことを意味していることがある｡ イギリスの ｢国家公務員規範｣ で

｢政治的中立性｣ と別にあげられている ｢中立性｣ はそれを示している｡

マックス＝ウエーバーが, 官僚制は, ｢計算可能な規則にしたがって｣,

｢人物のいかんを問うことなく｣, ｢怒りも興奮もなく｣, 職務を行う
(28)
とした

ことと共通するところの見られる観念である｡ 前近代的な身分的特権とか

非合理的な感情とともに, 政治的な考慮も排除する ｢中立性｣ である｡

これらとは異なる ｢中立性｣ の観念として, ドイツとフランスについて

指摘される ｢国家｣ への義務あるいは忠誠によって政党を超える ｢中立性｣

がある｡

ドイツの場合, プロシャ以来の官僚制の特徴を継承しつつ, ワイマール

憲法 (1919年) において ｢公務員 (官吏) は全体社会への奉仕者であり,

一政党の奉仕者ではない｣ (同憲法第130条) とされ, 戦後, ボン基本法

において伝統的な職業官吏制度の原則を継承することが規定されて (同基

本法第33条), 官吏は全体社会に中立的に奉仕するという観念は引き継が

れた
(29)
｡ ただし, 戦後は, 代表制民主主義の定着により, 行政の政治への従

属がより明確にされ, 政党から超然とした官僚制よりも, すでに触れた政

治的官吏による官吏の政治化の方が注目されてきている
(30)
｡ なお, さきに引
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照した日本国憲法第15条第２項の規定は, ワイマール憲法の規定を基に

していると考えられるが, ワイマール憲法の公務員 (Beamte) は生涯職

の公務員を指していることが同憲法第129条によって示されているが, 日

本国憲法第15条の公務員は同条第３項から明らかなように政治家を含め

た広義の公務員が全体の奉仕者であることを規定しているのである
(31)
｡

フランスでは, 公務員の国家 (����) への一体性と忠誠が, 一般利益を

代表するものとして, 特殊利益の代表である政党を超えるとの志向を生ん

だ
(32)
｡ ルソーは, 人民を拘束するのは, 特定集団などのもつ私的利益を考え

る特殊意志 (������	
����������) やそれらをあわせた全体意志 (������	

de tout) ではなく, 人民の考える共同の利益として現れる一般意志

(������	�	�	����) であるとした
(33)
が, このような思想が, 各政党が代表す

るのは特殊利益であり, 国家を担う官僚が特殊利益を超えた一般利益を体

現しているとの観念を支えているかもしれない｡

これらのドイツやフランスの場合は, 政党を超えた ｢中立性｣ なのであ

る｡ さきの整理の (�) である｡

｢中立性｣ の３つの観念は相互に重なり合うところがあるが, いずれも,

代表制民主主義が求める, 政治家の権威への忠誠と緊張をはらむ可能性が

ある｡ すなわち, 議会とか行政府の長あるいは政権党と反対党を構成する

政治家たちは, ｢中立性｣ を志向する官僚制の中に政治的反対派を感じる

可能性があるのである｡

｢中立性｣ の要請から, 公務員の政治活動の制限が行われることがある｡

これについては, すでに見たように政治家との兼任はほぼ認められていな

いが, そのほかの選挙活動, 政党活動, 政治的意見の表明などの政治活動

については, 制度的に制限するところと, 職務における ｢中立性｣ を求め

つつ, 政治活動の制度的な制限をとくに設けないところがある｡ 各国で制

度などは異なるが, イギリス, アメリカは比較的制限的で, フランス, ド
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イツは制度的な制限はとくに設けない方向である
(34)
｡ 日本は公務員の政治活

動を制度的に厳しく制限している｡

３. 政治行政関係の動態と規範

代表制民主主義における政治行政関係は, 前節で見た５つの構成要因に

関わる諸制度によってつくり出される｡ しかし, その実際の動態は制度が

想定したようなものとは限らない｡ また, 政治家と官僚制は, 政治過程を

構成するそのほかの利益集団とかマスメディアのような諸主体と異なり,

政府に付与された権力を直接に行使する可能性のある主体である｡ それだ

けに両者の関係は政治過程の中でも常に関心をもたれるところであるが,

また, 政治社会全体の政治過程の中で, 両者の関係は形成されていくので

ある｡

本稿は, 政治行政関係の制度と動態と規範の関係に関心をあて, 制度の

中で形成される動態から規範が喚起され, それを基盤としつつ, 制度の創

設, 改正が行われるとの枠組みを示そうとしている｡ そこで, 政治行政関

係の動態について, 制度と動態の関係を見つつ, 動態の現象について整理

し, それらが規範及び制度の創設・改正へと展開していくところに関心の

焦点を当てていきたい｡ ５つの構成要因にそれぞれ関連する政治行政関係

の動態を順に見ていくことにする｡

(１) 政治家の選出

政治家を選出する選挙制度は, 選挙の過程とか選挙結果などに様々の影

響を与える｡ ここでは, 政治行政関係の動態に特徴的に影響を与えると考

えられる点をあげておきたい｡ ①政治家の内部の多様性と集団化, ②政治

家による利益誘導, ③ ｢政治｣ の安定と不安定, の３点である｡ 選挙制度

によってこれらがもたらされ, それらが政治行政関係の動態の特徴をつく
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り出すのである｡

①政治家の内部の多様性と集団化

政治行政関係の実際の動態の観察において, 政治家が一体でなく, 多様

に分かれていることは広く認識されている (官僚制についてものちに見る

ように同様である
(35)
)｡

代表制民主主義の政治は基本的に政党政治である｡ そこで, 政治行政関

係は, 具体的には政権党と官僚制, 反対党と官僚制の関係となる｡ 一般的

に政治行政関係として考察されるときには, 政権党と官僚制の関係である

とか, 政権党と官僚制及び反対党と官僚制の全体を統合的に対象としてい

ることが多いと思われる｡

政治家は, 政党以外で集団を形成する (派閥とか, 政党横断的な組織な

ど) こともある｡ また, 出身背景, 地域, 政治的主張などによって, 区分

してその活動を分析することも行われる｡ 政治家の区分について, 前節で

取り上げた制度面に関してみると, 議会の政治家と, 行政府に職位をもつ

政治家, とくに大統領制における議員と大統領の区別がある｡ 政治行政関

係は, 官僚制と議会議員との関係と, 官僚制と大統領など行政府の政治家

との関係があり, それらを区別して考察する場合と, 両方を統合的に考察

する場合があるだろう｡

また, 官僚出身の政治家の存在によって, 政治行政関係の動態に違いが

あるかもしれない｡

②政治家による利益誘導

選挙に基づく利益誘導が政治行政関係に大きな影響を与えたとしてとく

に広く知られているのは, 19世紀におけるアメリカのスポイルズ＝シス

テムだろう｡ 用語の由来からわかるように, 任命の公職が, 選挙の戦利品

と見なされるような現象が起き, 行政の党派化, 専門性の欠如などの問題

が顕著となり, 改革運動が起こったのである｡
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しかし, これにとどまらず, 一般に政治家が選挙との関連で利益誘導を

行おうとすれば, 公務員人事だけでなく, 政策の形成, 実施において, 官

僚制を統制したり, 影響力を及ぼして, 利益誘導に資するような活動を引

き出そうとするだろう｡

③ ｢政治｣ の安定と不安定

代表制民主主義では選挙による政治変動があり, そのほかの要因による

政治変動を含め, 官僚制から見て, 政治家全体 (｢政治｣) が安定的な場合

と不安定な場合がある｡ そして, ｢政治｣ の安定, 不安定によって, 政治

行政関係が異なるとの指摘がある｡

フランスの第３共和制, 第４共和制における頻繁な内閣交代による政治

の不安定が, 官僚制の影響力を高めたという指摘などである｡ フランスの

第３共和制, 第４共和制では, 内閣は平均して８ヵ月しか存続せず, その

結果, 大臣と官僚制は長期的な関係に基づくことができず, 政策形成の力

が政治家から官僚に移ったとの主張である
(36)
｡ 戦後の日本の自民党の長期政

権下でも, 大臣の在任期間は短く, 同じような指摘はなされたところであ

る｡ 他方, 日本の自民党の長期政権など, 一党による長期政権は, 官僚制

との関係では, 個別の大臣との関係を超えたところで, ｢政治｣ の安定と

も考えられる｡

大臣の在任期間の長短などに現れる政治の安定程度は, 政治行政関係の

動態に影響を与えると考えられる｡

(２) 官僚制の編成

能力基準での任用と身分保障による官僚制の編成によって, 実際の官僚

制がつくり出される｡ その官僚制は, 政治行政関係から注目される次のよ

うな特徴的な動態を示したり, 示すことがある｡ すなわち, ①官僚制内部

の分化, ②党派的行政, ③専門性と能率性, ④自律と政治的勢力化, であ
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る｡

①官僚制内部の分化

官僚制については, それが一体でなく, 多様に分化し, いわば複数の官

僚制が存在するとの指摘が行われてきている｡ 日本では, 縦割り行政と呼

ばれる省庁間の分立がとくに長く指摘されてきているが, 省庁間の分立は,

各国で程度の違いはあっても広く認められるところである｡ 省庁間を含め

て, とくに特徴的な分化として, 次の４つをあげておきたい｡ すなわち,

(�) 省庁間の分立

(�) 専門集団としての分立

省庁間の分立と重なる面をもつ場合もあるが, 土木技術者など特定

の専門職業的な共通性などによって一体性をもつものである｡

(�) フランスのコール (corps, 職員群) など, 人事の一体性をもつも

のによる分立

フランスでは, 任用などの人事が, 職務内容などによって分化して

いるコールと呼ばれる単位で行われていて, 公務員は所属コールに

強い帰属意識をもっているとされる
(37)
｡

(�) 公務員組合としての結合

公務員の労働基本権については, 国により, 職種により違いがあり,

組合の結成が認められていないこともある (日本における自衛官,

警察官など)｡ しかし, 公務員組合は各国で結成されており, それ

らが政治行政関係の動態に影響をもつ場合があると思われる｡

これらの分化は, 任用, 罷免に関する制度など, 官僚制の編成に関連す

る諸制度の影響も受けつつ, 現れているのである｡

②党派的行政

政治家の選出で見た, 政治家による利益誘導が, 党派的行政を生み出す

のである｡ これについて, 官僚制の編成が影響を与える｡
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任用の基準と手続き, 罷免手続きと身分保障が十分に厳格でないと, 政

治家による利益誘導的な人事とか, それを背景とした官僚制の業務への利

益誘導的な関与が行われる可能性が出てくるのである｡ それにより, 党派

的な利害に基づく行政などが行われることになる｡

③専門性と能率性

官僚制は専門的な知識と能力を基準として任用され, 身分保障によって,

継続性による熟達が得られる｡ これらにより, 専門性と能率性のある行政

が実現されることが期待される｡

しかし, 実際には, 専門性が欠けるとか, 能率が達成されていないとの

指摘もなされる｡

一つには, 任用の基準とか手続きが十分でなく, アメリカのスポイルズ

＝システムに顕著に見られたように, 政治的な情実任用 (パトロネージ,

patronage) により, 専門性の欠ける者が任用されたり, 継続的な任用が

保障されないことから, 業務への熟達が進まず, 能率が上がらないことが

ある｡ 19世紀から20世紀にかけて各国で行われた公務員制度改革によっ

て, これらへ対処しつつ, 官僚制の編成がなされていった｡

いま一つは, 20世紀の末にかけて新公共管理 (NPM, New Public

Management) などの動向の中で, 身分保障のある制度の下における行政

の, 革新性の欠如とか能率の欠如の指摘である｡ 継続的な任用の保障が,

前例踏襲などの志向を生み, 革新性, 能率が失われるというものである｡

官僚制の編成のあり方が, 行政の専門性と能率性に影響を与えると考え

られているのである｡

④官僚制の自律と政治勢力化

能力に基づく任用と身分保障による官僚制の編成は, 官僚制の自律を促

すところがある｡ 専門的で熟達した能力による職務の遂行を期待しての制

度であるので, 専門性に基づく自律的な職務遂行を目指す志向を生み出す
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のである｡

このことと, 官僚制が自らの利害とか政策志向の視点から, 政治的影響

力を得ようとしたり, それを用いて政策形成とか政策実施に影響を及ぼす

ことは区別する必要があるだろう｡ 専門性に基づく自律的な職務遂行は,

政治家の権威を受容することと観念的には矛盾しないと考えることができ

るが, 官僚制が政治的影響力を得る場合は, 政治家と同様の政治的主体と

みることになるからである｡

しかし, この両者を区別することは, 実際には難しいことが多く, 官僚

制が自律化し, 政治的影響力をもつ現象として注目されることになる｡

(３) 委任と統制

政治家による官僚制への任務の委任と統制の制度は, 多岐にわたるとと

もに, とくに政策の助言, 立案と, 利害を含む諸価値の調整に関わるもの

については制度の明確性が低いことを指摘した｡ しかし, 一般的な制度あ

るいは慣行に基づくものであれ, 政治家は官僚制に任務を委任し, 官僚制

はその任務を遂行している｡ この委任と統制の関係の実際の動態について,

とくに注目されてきたこととして, ３点を挙げたい｡ ①対抗的関係と協力

的関係, ②官僚制の影響力の増大, ③委任の範囲 (官僚制の活動範囲) の

拡大, である｡

①対抗的関係と協力的関係

政治家と官僚は, 異なる性格をもつものとして, 対抗的に見られること

が多い｡ そして, 政策形成をめぐり, 異なる志向をもって対立する局面が

注目される｡ フランスにおいて, 大臣と高級官僚は基本的に敵がい的な関

係にあると描かれてきたとの指摘を一例としてあげておきたい｡ 官僚は政

治家に対して抵抗する存在となっているといわれていたようである
(38)
｡

しかし, 政治家と官僚が政策過程で対立するのは, 実際にはわずかな場
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合であるようだとの指摘もある
(39)
｡ そして, 両者が協力的である場合の指摘

もある｡ 村松岐夫は, 戦後の自民党長期政権下の政治家 (政権党) と官僚

の関係について, ｢政官スクラム型リーダーシップ｣ と呼び, 密接提携の

関係にあったとし, それが, 第１次安倍内閣 (2006年) の前に崩壊して

いたとする
(40)
｡ また, 官僚の政治的中立性についてよく知られているイギリ

スについて, 中立性が得られているように見えるのは, 政治家と (高級)

官僚が同様の社会的背景をもっているからであるとの指摘がある｡ 両者の

志向が近いことによる, 協力的な関係が示唆されているといえよう
(41)
｡

委任と統制の実際の動態は, 対抗的, 敵がい的な関係の中で展開される

ことも, 協力的な関係の中で遂行されることもあるようである｡

②官僚制の影響力の増大

政治家と官僚が協力的と示唆されたイギリスにおいても, 敵がい的とみ

られてきたフランスにおいても, 20世紀において, 官僚制が政策形成に

大きく関わり, その影響力が増しているとの認識は同様に広まった｡ 戦後

日本の政治行政関係について政党優位を主張する村松岐夫も, 両者の関係

はプラスサム・ゲームで, 官僚の影響力も大きい (それ以上に政党の影響

力が大きい) 可能性を示唆している
(42)
｡

官僚制の影響力が大きくなっていることは, 代表制民主主義の下で, 選

挙で選出されていない官僚による統治の可能性として, 大きな関心を集め

てきた｡ 政治家と官僚との関係 (政官関係) の多くの研究は, この問題関

心を基盤としているといえよう｡ そして, 官僚制の影響力の源泉として,

専門知識と, 利益集団との関係を用いた政治的影響力がとくにあげられて

きた
(43)
｡

官僚制の編成によって成立した官僚制が政治勢力化し, 委任と統制の関

係の中で, 影響力を増大させているというのである｡ 政治行政関係の中で,

とくに強い関心をひいてきた動態である｡
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③委任の範囲 (官僚制の活動範囲) の拡大

官僚制が専門知識と政治的影響力によって, その影響力を高めてきたと

される全般的な背景として, 政府の職能の拡大と複雑化が指摘されている｡

かつての政府の仕事は量的に多くなく, 内容的にも, 困難さはあるとして

も, 多くの助力が必要になるような複雑さをもったものでなかったという

のである｡ この点については, 繰り返し指摘されてきているところである

ので, 断片的であるが, 印象的なところを引照して, 官僚制に委任される

任務の拡大を確認しておきたい｡

18世紀後半のイギリスにおいては, 今日における閣内大臣の下に, 議

会に議席をもつ (閣外) 大臣がおかれていたりして, 政治的な職務ととも

に, 今日における事務次官の職務もあわせて１人で対処していた｡ しかし,

18世紀末から19世紀の初めにかけて, 負担の重さから, １人で行うのが

難しくなり, (閣外) 大臣と別に, 議会に議席をもたない事務次官などの

生涯職の職位が生じてきたという
(44)
｡

そして, 19世紀の末ころの様相を見てみると, あるイギリスの大臣は,

省の重要な案件について生涯職の幹部に相談することはなく, 多くの仕事

を自宅で行っていたという｡ しかし, その頃以降, 省の業務の拡大と複雑

化により, 大臣が重要なすべての案件について個人的に決定することがで

きるとは考えられなくなっていったというのである
(45)
｡

政府の職務の量的な拡大とともに, その内容の専門的な高度化と複雑さ

が伴った｡ これらにより, 政治家が個人で行えていたような政策の検討と

か業務の監督が, 多くの助力を必要とするものへと変化していったのであ

る｡ 政治家による官僚制への委任任務の拡大とその内容の変化である｡ こ

れにより, 政治家による統制は困難さを増した｡

このような変化が, 20世紀の前半の時期に, 欧米各国で進行していっ

たのである｡ アメリカについて, 1940年ころに行われたフリードリッヒ
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とファイナーとによる行政責任 (administrative responsibility) をめぐる

議論はこの変化を背景としており, この変化をよく示しているといえよう｡

フリードリッヒは, 政策形成と政策執行とは区別できない連続的な過程

であり, これらの連続的な過程に行政官が持続的に重要な役割で関与して

いるとの認識を示している｡ そして, 行政官は議会の指示を受けてその通

りに活動しているのでなく, したがって, その活動を無責任でなく, 応答

的にするために, 技術的な論点について適切な考慮を払う機能的責任

(functional responsibility) と, 市民の感情 (popular sentiment) に適切な

考慮を払うことを求めたのである｡ フリードリッヒは, 政府の職務の拡大

と複雑化の下で, 議会 (政治家) が行政官を統制することが困難になって

おり, 統制から離れかねない行政を, 応答的にする方策を提起したといえ

よう｡ これに対して, ファイナーは行政責任は基本的に, 選挙された機関

(政治家) による統制によって確保されなければならないとしたのである
(46)
｡

政治家が委任している任務が拡大していき, その統制の困難さが増して

いるのである｡

(１) 政治家の選出, (２) 官僚制の編成, (３) 委任と統制のそれぞれ

について, それらの諸制度から生み出される政治行政関係の動態の特徴的

な諸点を見てきた｡ それらの動態には, 行政の専門性・能率性の欠如, 党

派的行政とか, 官僚制の影響力の増大, 官僚制の統制の困難などの問題を

含んでいた｡ そして, それらは, 政治行政関係についての規範を喚起し,

これらに関わる制度の創設, 改正を導いたりした｡ 政治と行政を分離し,

能力に基づく任用を基本とする公務員制度改革を行ったことなどがその例

となる｡ しかし, それらとあわせて, 政治的任命職の設置が進められたり,

官僚制の中立性と忠誠に関わる制度に関心が向けられたりした｡ これらに

は, 政治行政関係から生じる課題への対処の性格が見られるのである｡ 次
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に, これらに関する動態について見ていきたい｡

(４) 政治的任命職の設置

政治的任命職の設置に関連する動態としては, ①20世紀後半における

拡大, ②応答性と有能性の相反性, ③官僚制の政治化をあげておきたい｡

①20世紀後半における拡大

閣僚は, 代表制民主主義の展開に伴い, 政治的任命職として確立していっ

た｡ それ以外の職については, 国によって相違はあるが, 官僚制の任用基

準が緩やかなことによる ｢情実任用 (patronage)｣ の性格のものがかなり

あるように思われる｡

ところが, 20世紀後半に入り, イギリスの特別顧問の設置 (1964年)

と数の増大
(47)
, アメリカにおけるスケジュールＣ制度 (1957年) と上級管

理職 (SES, Senior Executive Service) における政治的任命職 (SESの10

％以内) (1978年
(48)
), ドイツにおける一時退職制度による政治的官吏の増

大 (1969年の政権交代以降
(49)
) など, 各国で政治的任命職の増大が見られ

るのである｡ 日本においても, 副大臣, 大臣政務官の設置 (1999年), 大

臣補佐官の設置 (2014年) が行われた｡ 各国で具体的な背景, 経緯は異

なるところがあるが, 官僚制の活動範囲の拡大, 官僚制の影響力の増大の

認識の中で, 官僚制を統制するという問題意識があるのではないだろうか｡

政治家による官僚制への委任の範囲・量の拡大に伴い, その統制が課題と

なってきたのである｡

②応答性と有能性の相反性

政治的任命職は, 官僚制を統制したり, それに資することを目指してお

かれるが, 専門化し, 複雑化した政策の立案とか行政の運営に関わること

になるので, それらについての有能性も求められる｡ しかし, 政治家と同

じ政治的志向をもつなど応答性 (responsiveness) が高いことと, 行政上
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の専門能力とか業務への熟達性などの有能性 (competence) との間には,

一方を求めれば他方は得にくいといった相反性が指摘されている
(50)
｡

アメリカはスポイルズ＝システムの歴史などを背景に, 政治的任命職が

多く, 官僚でない外部者の任用が多く, また選挙と関連した情実任用

(patronage) も多く指摘されてきている｡ このような制度のなかで, 政権

党に対する応答性が優先されて有能性が軽視されることがあるとされるの

である｡

また, アメリカについてであるが, 政治的任用者による政府事業の管理

とそのパフォーマンスが, 生涯職の官僚の場合に比べ, 低くなることを示

した研究がある
(51)
｡ 政治的任命職によって政権への応答性を高めようとする

と, 有能性が低下することを示唆しているといえよう｡

政治的任命職を設置した場合, 応答性と有能性は相反する可能性がある

のである｡

③官僚制の政治化

政治的任命職に就く者の出身背景として, ①議員, ②官僚, ③そのほか

の外部者のあることを指摘した｡ このうち, 官僚あるいは官僚出身者が就

いたり, 就きやすい制度の場合がある｡ ドイツとかフランスの場合がとく

にそうである｡ 政治的任命職に求める有能性を, 官僚あるいは官僚出身者

を充てることによって得ると見ることができるが, このような制度の下で

は, 官僚が政治化する傾向あるいはその可能性が指摘される｡ 政治的志向

を明らかにすることが求められたり, それを明らかにすることが将来の政

治的任命職への就任の展望を開く可能性があったりするからである｡ また,

日本の戦前について, 明治後期の桂園時代以来の政権交代が官僚の党派化

をもたらしたとの指摘がある
(52)
｡

官僚の就く高位の職位が政治的任命職となったり, さきに述べたグレイ

ゾーン化すると, 官僚が党派化する圧力が生ずるのである｡
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(５) 中立性と忠誠

官僚制に求められる ｢中立性｣ について３つの観念が区別されることを

さきに指摘した｡ (�) 公正, 平等な職務遂行, (�) 政権交代に関わりな

く, 政治的に中立に政府に仕える, (�) 政党を超えた ｢公共性｣, ｢一般

的利益｣ に従って行動する, の３つである｡ これらは, 代表制民主主義に

おける政治家の権威への忠誠と矛盾がないと考えられているが, いずれも

政治家の権威への忠誠と緊張をもたらしうる｡ 政治家の指示と, 中立性の

要請とが矛盾するように考えられることがあるのである｡

中立性と忠誠の緊張関係について, イーストン (David Easton) が政治

システムへの支持の対象として３つのレベルに分けていることから示唆を

得て理解してみたい｡ イーストンは, 政治システムへの支持が向けられる

基本的な対象として, (�) オーソリティーズ (Authorities), (�) 体制

(Regime), (�) 政治社会 (Political Community) の３つのレベルを上げ

ている
(53)
｡ オーソリティーズはほぼ ｢政府｣ の意味ととってよい

(54)
ので, 政府,

体制, 政治社会の３つのレベルが上げられているのである｡ この支持の対

象の区分は, ｢政府｣ を超えた支持の対象のあることを明確にしていると

考えられ, 官僚制の忠誠の対象にも同じように, ｢政府｣ を超えた対象が

あると考えられる｡

従って, イーストンの ｢体制｣ と ｢政治社会｣ をあわせて ｢体制的価値｣

と呼ぶと, 官僚制の忠誠の対象として, ｢政府｣ と, それを超えたレベル

の ｢体制的価値｣ を考えることができる｡ このように概念化すると, 官僚

制が ｢中立性｣ に従って行動するとき, それは ｢体制的価値｣ に忠誠な行

動であり, それが ｢政府｣ (現政権の政府) への忠誠と一致すれば, ｢中立

性｣ と ｢忠誠｣ は矛盾しない｡ つまり, ｢政府｣ のもつ ｢体制的価値｣ と,

官僚が ｢中立性｣ によって従っている ｢体制的価値｣ に相違とか齟齬がな

ければ, ｢中立性｣ と ｢忠誠｣ に矛盾はなく, 他方, 両者の ｢体制的価値｣
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に相違とか齟齬があると, ｢中立性｣ と ｢忠誠｣ の間に緊張が生じる｡ 官

僚制が ｢体制的価値｣ とすることを, 政治家は ｢体制的価値｣ と考えてい

ない場合, 政治家には, 官僚制の ｢中立性｣ は, 政治的反対派に映るので

ある｡

｢中立性｣ の３つの観念のうち, (�) は自由で平等な個人を基盤とし

た近代民主主義の体制的価値に基づいていると考えられよう｡ (�) は,

政党を特殊利益と考え, それを越える公共性があるとするもので, 政党政

治による政府を超える体制的価値であると考えられる可能性がある｡ (�)

についても, 政権党と反対党に関わりのない中立的な行動とすると, それ

を支えるのは, ｢政府｣ とは別のレベルの ｢体制的価値｣ であり, 現政権

の ｢政府｣ への忠誠と緊張関係をもつ可能性がある｡ つまり, (�), (�),

(�) のいずれに関しても, 官僚制が ｢体制的価値｣ に従って ｢中立｣ 的

に行動したとき, 官僚制の考える ｢体制的価値｣ と政権の考える ｢体制的

価値｣ にずれとか違いがあると, そこに緊張が生じるのである｡

このように, 官僚制のもつ ｢体制的価値｣ と政治家のもつ ｢体制的価値｣

が一致していれば, ｢中立性｣ と ｢忠誠｣ に矛盾はないが, 両者の ｢体制

的価値｣ に相違があると, ｢中立性｣ と ｢忠誠｣ に緊張が起こる可能性が

高くなる｡ これに関して, より具体的に, 官僚制は現在の政策, 法律など

を保持する志向をもち, 現状変革的な政治家は現在の政策, 法律に批判的

な志向をもつことから, 両者に緊張の生じる場合があると考えられる｡

そして, より一般的には, 政治社会のなかで ｢体制的価値｣ に分裂とか

亀裂があると, それが, 政治家, 官僚制の ｢体制的価値｣ に反映して, 政

治家と官僚制の間に緊張が生じる可能性が高くなると考えられよう｡ しか

し, イギリスの政治家と高級官僚が, 同じような社会的背景をもち, 官僚

の ｢中立性｣ が維持されていたとの指摘は, 社会全体において ｢体制的価

値｣ に亀裂があっても, 政治家と官僚の間に ｢体制的価値｣ に分裂がなけ
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れば, ｢中立性｣ と ｢忠誠｣ に矛盾は現れないということを示しているの

ではないだろうか｡

官僚制には, ｢中立性｣ と ｢忠誠｣ が求められるが, 両者が矛盾し, 緊

張をはらむことがあり得るのであり, それが政治行政関係の動態に現れる

ことがあるのである｡

５つの構成要因ごとに特徴的な動態を見てきたが, これら全体によって

政治行政関係の実態が形成される｡ そこでは, 代表制民主主義における知

識と能力に基づく合理性のある統治の視点から問題とされる様相が現れる

のが見られる｡ 官僚制の影響力の増大, 官僚制への委任の拡大とか, 行政

の専門性の欠如, 党派的行政などがとくに指摘されてきた｡ そして, ｢政

治｣ も官僚制も多元的であり, 政治行政関係は複雑な関係の総体である｡

このような動態から, 政治行政関係についての規範が喚起されてきた｡

(�) 政治のリーダーシップ, (�) 政治と行政の分離と政治による行政へ

の不介入, (�) 行政の従属と中立, などを内容とするものである｡

(�) 政治のリーダーシップ

代表制民主主義において, 選挙で選出された政治家の正当性は承認され

ている｡ ところが, 官僚制が影響力をもつ現象があり, その背景として,

政府機能の拡大によるその高度化と複雑さから, 政治家による官僚制の統

制に困難のあることが感じられているのである｡ そこで, 官僚制が政治的

機能を事実上果たすとしても, 政策の全体的な方向づけとか変革のイニシ

アティブなど, 政治家のリーダーシップが求められるのである｡ アバーバッ

クたちの官僚と政治家への面接調査は, 双方がこのような方向での役割認

識をもっていることをうかがわせるものである
(55)
｡

(�) 政治と行政の分離と政治による行政への不介入

20世紀前半のころ, アメリカの行政学では, スポイルズ＝システムな
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どによる党派的行政, 行政の専門性・能率性の欠如などから, 政治と行政

を区別し, 政治の機能は決定であり, 決定された政策の執行は, 行政の機

能とし, 政治が行政に介入すべきでないという主張がなされた｡ しかし,

政治と行政を区別し, 行政の領域についての活動は政治の機能でないとの

考えはほかの諸国でも見られてきているところである｡

｢行政｣ の機能とか領域を明確にするのは困難であるが, 政治が ｢行政｣

に関与することで, 政策について党派的であるとか専門性が欠如する問題

が起こりうると考えられているのである｡

(�) 行政の従属と中立

行政が事実上政治的機能を果たすとか, 政治の不介入が求められるとし

ても, 行政は, 代表制民主主義において政治家のもつ正当性を損なうこと

はできず, 政治に従属しなければならない｡ 行政は, 政治家の権威の下で,

政治的に中立に任務を遂行すべきとされる｡

政治行政関係の動態から, このような内容の規範が喚起されるが, それ

らを背景に具体的な制度の創設・改正とか規範に基づいた制度の運用など

が主張される｡ そして, 実際に制度が創設・改正されたり, 制度の運用の

改善などが図られたりする｡

それらによって変化を受けた諸制度により, さらに新たな動態が生み出

されるが, 問題が解消されて安定化するということでは必ずしもない｡ そ

して, 諸問題について, あらためて規範が喚起されるというように, 制度,

動態, 規範がらせん的にめぐりつつ, 政治行政関係が歴史的に展開してき

た｡

18世紀後半あるいは19世紀から今日まで, 政治体制の大きな変化を含

む各国の歴史の中で, 政治行政関係が持続的にテーマとして関心がもたれ

てきたのは, 代表制民主主義の下で知識と能力に基づく合理性のある統治
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を求める中で, 官僚制が用いられてきたからではないだろうか｡ そして,

代表制民主主義と官僚制との間には, 緊張をはらみつつ, 展開せざるを得

ない関係があるのではないだろうか｡ それが, このような, 制度から動態

へ, 動態から規範へ, 規範から制度へという関係をもちつつ, 同じところ

を循環するのではなく, 歴史的に展開していく現象をもたらしているので

はないだろうか｡

本稿では, 最初に述べたように, 政官関係に中心的な関心があるが, 政

治行政関係全体を対象としてきた｡ ５つの構成要因の制度, 動態, 規範の

展開の枠組みについて, 政官関係以外の政治行政関係を含めて適用できる

と考えている｡ しかし, 若干の点については, 政官関係とそれ以外との相

違について述べておく必要がある｡ それは, ｢政治的任命職の設置｣ とそ

れに関連する事柄である｡

西尾勝は, 官僚制のなかでその ｢上層を構成し政治家と密度濃く接触し｣

て, 政策助言, 政策立案を含めた活動をしている人々を ｢行政官僚｣, 政

府の継続的な組織的業務に携わっている, 数の上では多数を占めるそのほ

かの人々を ｢行政職員｣ と呼び, 両者をあわせて ｢行政官｣ と呼ぶ用語法

を用いている
(56)
｡ ｢政官関係｣ の ｢官｣ は, ｢行政官僚｣ であり, 本稿で政治

行政関係と呼んでいる関係は ｢行政官僚｣ と ｢行政職員｣ をあわせた ｢行

政官｣ と政治家の関係である｡

さて, ｢行政官僚｣ との関係についても, ｢行政職員｣ との関係について

も, ｢政治家の選出｣, ｢官僚制の編成｣, ｢委任と統制｣ が基本的な構成要

因であることに変わりはない｡ しかし, 委任されている任務について,

｢行政官僚｣ はさきにあげた３つの種類について, 政策の助言, 政策の立

案を含め, 全体にわたっているのに対し, ｢行政職員｣ は ｢政策の体系的

な実施と組織の運営｣ が中心で, その中でも政策の実施に大きな比重があ
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る｡ この委任の任務の種類の違いから, 政治家との関係について喚起され

る規範, それらを背景とした制度の創設・改正・運用の改善の主張などに

相違が見られると考えられる｡

すなわち, ｢行政官僚｣ との関係についても, ｢行政職員｣ との関係につ

いても, 政治家による利益誘導, 党派的行政, 官僚制の統制の困難などの

諸問題が, 具体的な現象の現れ方は相当に異なっても, 同様に生じてくる

可能性があり, 実際に生じてきた｡ しかし, それらへの対処に関して,

｢行政職員｣ との関係については, 任用・罷免の基準の厳格化などの ｢官

僚制の編成｣ と, ｢中立性と忠誠｣ を求めることを主要な方法としている

のに対し, ｢行政官僚｣ との関係については, ｢政治的任命職の設置｣ によ

る官僚制の統制が重要な方法となっているのである｡

このような違いは, ｢行政職員｣ に委任されている継続的な組織的業務

は, 職務の客観化が, 政策助言, 政策立案などに比べて比較的容易であり,

｢官僚制の編成｣ と ｢中立性と忠誠｣ による対処が機能しやすいことに由

来していると考えられる｡ ｢行政官僚｣ に委任している職務については,

これらでは不十分と考えられるところがあり, ｢政治的任命職の設置｣ が

重要な手段となるのである｡

なお, 18世紀から19世紀における民主化の進展の初期においては, ｢行

政職員｣ を含めて, 政治家による裁量的な人事, いわゆる情実任用 (pa-

tronage) が各国で行われた｡ アメリカのスポイルズ＝システムがよく知

られているが, 18世紀のイギリス, 19世紀のフランスにおいても見られ

たところである
(57)
｡ これらにおいては, 選挙で選出された政治家の政策志向

を行政に浸透させるという機能よりも, 選挙などにおける党派的活動に基

づく情実任用の性格が強い場合が多かったといえよう｡ これが広く行われ

たことについては, 行政の業務がまだ ｢単純｣ であったこともあったとい

えよう｡
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それらに比べて, 20世紀後半に増えていった ｢政治的任命職｣ は, 行

政の専門化, 複雑化を背景に, 官僚制が政策助言, 政策立案を含めて, と

くに幹部の ｢行政官僚｣ の影響力が増大したことを基盤にしているところ

が強いと考えられる｡ 官僚制の統制あるいは, 政治的リーダーシップの浸

透を中心的な機能としてきているといえよう｡

従って, 政治家の裁量の多い人事という同じような内容であっても, 閣

僚を含め, 政府の上層部に関わるものは, 官僚制の統制に関する ｢政治的

任命職｣ の任用であり, ｢情実任用｣ の性格が多い ｢行政職員｣ に関する

任用とは区別する必要がある｡ すでに述べた ｢グレイゾーン｣ にあるもの

についても, 政治的任命職の方から任用基準を設けるなどしているものと,

任用, 罷免の基準などを緩めることでグレイゾーンになっているものがあ

るのである｡ ｢行政職員｣ に関するものは, ｢官僚制の編成｣ に関して, 基

準が緩和されているという性格なのである｡

このように ｢行政官僚｣ と ｢行政職員｣ とは, 職務の性格に違いがあり,

それに伴って, 政治家との関係の動態が異なり, その問題への対処につい

て, ｢政治的任命職の設置｣ を重要な方法として用いるかどうかといった

相違が出てくると考えられるのである｡

４. お わ り に

政治行政関係あるいは政官関係は, それを構成する制度は広範にわたり,

その現象は複雑である｡ また, 国により, 時期により, 異なる様相を示し

てもきている｡ 本稿では, それらを理解するアプローチとして, 政治行政

関係を５つの構成要因からなるとし, 制度から実態, 実態から規範へとい

う展開を示す現象として把握する枠組みを示した｡ とくに, 基本的な構成

要因は, 政治家の選出, 官僚制の編成, 委任と統制であり, 政治行政関係

で焦点の当てられることのある政治的任命職の設置と中立性と忠誠の２つ
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は, 政治行政関係から生じる課題への対処の性格をもつものとした｡

そして, この枠組みにより, 政治行政関係について特徴的なところを整

理していったが, そこから, この現象が複雑で多様なものとなる要因も見

出されるように思われる｡ ４点をあげておきたい｡

第１は, 国により, 時期により異なる制度の影響である｡ 議院内閣制か

大統領制かによって, 官僚制から見て, 政治は, 一元的か二元的かという

相違になるように, 制度の違いが, 政治行政関係に異なる課題状況を作り

出す可能性がある｡

第２は, 政治, 経済, 社会の歴史的な状況である｡ ｢政治｣ の安定と不

安定が政治行政関係に大きな影響を与えたり, 政治家と官僚が敵がい的と

見られるほどに厳しい対抗関係にある場合と, 協力的な関係にある場合と

が見られたりすることが指摘されてきているが, それらからは, 政治, 経

済, 社会の歴史的状況が政治行政関係に影響を与えることが示唆されてい

るように思われる｡

第３は, 政治家も官僚制も一元的ではなく, 多元的であることである｡

政治行政関係もそれに応じて, 多様な様相を示す可能性があり, それらの

多様性を識別して理解する必要があると思われる｡

第４は, 政治行政関係の課題への対処の性格があるとした, 政治的任命

職の設置と, 中立性と忠誠は, いずれも, 課題への対処の効果をもつ可能

性とともにそれを複雑化する可能性をもつことである｡ 政治的任命職の設

置では, 応答性を求めると能力性が損なわれる可能性があり, 官僚 (出身

者) を政治的任命職に用いると, 官僚の党派化が起こる可能性がある｡ ま

た, 官僚あるいは官僚制の中立性は, 政治家の権威への忠誠と緊張関係を

もつ可能性があるのである｡

これらなどから, 政治行政関係は複雑で多様な様相を示す｡ しかし, 代

表制民主主義の下で官僚制を用いることからは共通する性格の課題が生じ
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るように思われる｡ それが, 政治行政関係が広く関心がもたれてきた基盤

であろう｡

今後も代表制民主主義において, 知識と能力に基づく合理性のある統治

の必要性は感じ続けられるだろう｡ そして, それについて官僚制を用いる

ことを一つの方法とするならば, そこに現れる政治行政関係は課題となり

続けるのではないだろうか｡ その政治行政関係はそれらに共通的な性格を

通底させつつ, 複雑で多様な様相を示す可能性があり, その的確な理解が

求められていくだろう｡
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